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（様式第２号） 

対象設備確認書（更新の場合） 
 
■助成金により導入する設備は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54年法律第

49号。以下「省エネ法」という。）第 145条第１項及び第 150条第１項基づく、「特定エネルギー消

費機器等」及び「特定熱損失防止建築材料」（以下「省エネ法設備」という。）に該当する。 
 
 （省エネ法設備に“該当する”場合は記載） 

省エネ法で定めるエネルギー消費効率等の目標基準値（①） 6.0 APF 

助成金により導入する設備のエネルギー消費効率等の値（②） 6.5 APF 

省エネ基準達成率（※） 
※冷蔵・冷凍設備及び変圧器は①／②で計算、それ以外の設備については②／①

で計算 
108.3 ％ 

※ただし、冷蔵・冷凍設備の場合は、年間消費電力量(kWh/年)で計算。変圧器の場合は、全損失(W)で計算 

 
□助成金により導入する設備は、省エネ法設備に該当しない。 
 
 （省エネ法設備に“該当しない”場合は記載） 

 「導入前」設備 「導入後」設備 

設備区分・設備種別   

エネルギー消費効率等   

メーカー名、型番・型式、導入年等   

 
＜導入する設備の概要＞ 

設備区分 空調・換気設備 設備種別 一般用エアコン 

規格 JIS C 9612 
メーカー名、 

型番・型式等 

謙信電機(株) 

KENSHI-R123-W 

助成金の 

省エネ基準 
省エネ基準達成率 100％以上 

エネルギー 

消費効率等 

通年エネルギー消費効

率(APF)：6.5 

※ 助成金により導入する設備及び既存設備の性能等が記載されているカタログ等を添付

すること。 
 
＜助成金申請者の概要＞ 

申請者名称 有限会社 中華亭 風林火山 

申請者所在地 長野県長野市川中島 1234 

担当者名 武田晴信 （連絡先）090-1234-5678 
 
 
上記の設備について、中小企業エネルギーコスト削減助成金交付規程第３条及び事務局が

定める対象設備の規格・基準に基づき、助成金の対象設備であることを確認しました。 
 

設備施工事業者における性能確認   ■確認済み 

［確認者名（設備施工事業者の担当者名）：  上杉景虎           ］ 
令和５年○○月○○日 

（設備施工事業者） 

住  所 長野県長野市妻女山 5678 

名  称 越後ノ虎工務店 

代表者の役職・氏名 代表 上杉景虎 

導入設備番号  

（単位） 

導入設備種類ごと設備施工事業者に作って

もらうこと 

「中小企業エネルギーコスト削減助成金対象設備一覧表」記載の設備区分・設備種別・
規格・省エネ性能に関する基準を転記 

見積内容と一致 

要チェック 

仕様書も添付してください 

導入設備のトップランナー基準値 

どちらかをチェック 

役職名は必須 

例）代表取締役、代表、所長 

導入設備のカタログ又は仕様書に
記載された性能 



 

（様式第３号） 

中小企業エネルギーコスト削減助成金 

助成要件確認書 

   2023年○○月○○日 

【代表団体】 

長野県中小企業団体中央会 会長 様 

 
 
 
 
 

申請者名： 有限会社 中華亭 風林火山   

 
中小企業エネルギーコスト削減助成金の申請に際し、下記の全ての項目を確認しました。 
また、「虚偽の申請による不正受給」、「助成金の目的外利用」及び「助成金額を不当に
釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為に加担していないこと及び今後
も加担しないことを宣誓します。 

記 

 

＜助成事業者としての要件＞ 

中小企業支援法第２条第１項第１号から第４号で規定する会社、個
人及び組合（主たる業種が、日本標準産業分類上の農業、林業、漁
業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業を除く）、旅館
業の営業許可を有する宗教法人（宿坊等）、酒類業組合・連合会、
生活衛生同業組合・連合会、商店街振興組合、認定職業訓練を実
施している法人・団体である 

■該当する □該当しない 

みなし大企業（募集要領で定める者）でない ■該当する □該当しない 

長野県内に本社所在地（法人税の納税地［本店又は主たる事務所
の所在地等］であり、個人事業者の場合は住民票に記載の住所）を
有する中小企業者等である 

■該当する □該当しない 

対象設備の更新・新設を実施する建物等（建物等における事業内
容が日本標準産業分類上の農業、林業、漁業、学校・社会教育業、
医薬品小売業、医療・福祉業、宗教業、風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律で規定される性風俗関連特殊営業でない
もの。）を県内に有している 

■該当する □該当しない 

対象設備の更新・新設により、エネルギーコストの削減計画を有し
ている 

■該当する □該当しない 

長野県税に滞納がなく、業務に必要な許認可等を取得している ■該当する □該当しない 

次のいずれにも該当しない 

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）である又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）である。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され

るべき関係を有している。 

■該当する □該当しない 

＜長野県中小企業ＧＸ推進事務局＞ 
一般社団法人長野県経営者協会 
長野県中小企業団体中央会 
一般社団法人長野県商工会議所連合会 
長野県商工会連合会 

 
 
 

事業計画書と同日 

・法人： 法人名 
・個人事業主： 屋号 + 個人事業主名 

全て「該当する」にチェック 



 

 

＜対象経費の要件＞ 

対象設備の更新・新設に要する工事費及び処分費を含み令和５年

４月１日から令和６年１月 31 日までに更新・新設（発注・納品・支払

が完了）する（した）経費（税抜き）である（更新前の設備を処分した

際に得られた収益がある場合は、対象経費から控除している） 

■該当する □該当しない 

空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給

設備、電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備［断熱ガ

ラス及びサッシに限る］の更新（代替を含む）又は、エネルギー管理

設備、発電設備［太陽光パネル及び付属設備であって、出力１ｋＷ以

上 50ｋＷ未満に限る］の新設に要する経費である 

■該当する □該当しない 

県内中小企業が助成事業と同一内容の事業について、 他の公的

団体（国・県等）が実施（国・県等以外の機関が、国・県等から受けた

補助金等により実施する場合を含む）する補助制度等（本助成金に

上乗せする制度を除く）で対象としている経費でない 

■該当する □該当しない 

対象設備の更新・新設に要する経費のうち、リース料、保証料等の

設備取得に付随する経費及び中古設備の取得等に関する経費でな

い 

■該当する □該当しない 



（様式第４号）電気種別が電灯もしくは動力のどちらかひとつの場合

長野県知事　様

（長野県中小企業ＧＸ推進事務局 経由）

住　　所

名　　称

代表者の役職・氏名

　中小企業エネルギーコスト削減助成金の申請にあたり、下記のとおり、エネルギーコスト削減等の計画を提出します。

１　対象経費の額及び申請予定額

　　対象経費の額 金額 円

　　申請予定額 金額 円

２　対象設備の更新・新設によるエネルギーコスト削減計画

単価 単価 率

22,500 kWh 635,160 円 28.2 18,156 kWh 589,920 円 32.5 4,344 kWh 19%

㎥ ㎥ ㎥

kｇ kｇ kｇ

㎥ ㎥ ㎥

kℓ kℓ kℓ

Ｎ㎥ 円 Ｎ㎥ 円 Ｎ㎥

ℓ 円 ℓ 円 ℓ

ℓ 円 ℓ 円 ℓ

― 円 ― 円 ―

― 635,160 円 ― 589,920 円

※1： ㎥又はkｇのどちらかの単位で記入 ↑①

※2： ㎥又はkℓのどちらかの単位で記入

（当該助成金で発電設備を導入した場合）

kWh ―

kWh 円 ②

率

円 円 45,240 円 7%

※ 導入前直近１年間の実績、及び導入後１年間の計画を記載してください。

（担当者連絡先）

 ＦＡＸ番号

導入後（計画）※

      年　　月　　～     年　　月

年間電力量 金　　額

自家消費
―

電力小売事業者等への売電

Ｅメールアドレス

コスト削減状況

エネルギーコストの合計
導入前 導入後（計画：①－②） 量

635,160 589,920

担当者所属・役職・氏名

電話番号

その他

小　　　計

導入設備で発生した

再生可能エネルギーの

活用状況

導入前

液化天然ガス（LNG）※２ 円

灯　　油

A重油

円

都市ガス（13A）

量

電　　気

液化石油ガス（LPG）※１ 円 円

2,698,555

1,599,277

エネルギー源の種類

導入前※ 導入後（計画）※

2022年08月　　～ 2023年07月 2023年12月　　～ 2024年11月
削減状況

年間使用量 金　　額 年間使用量 金　　額

記

中小企業エネルギーコスト削減等計画書

2023年○○月○○日

長野県長野市川中島1234

有限会社　中華亭　風林火山

代表取締役　武田晴信

事業計画書と同日

事業計画書と同一

導入する設備等のエネルギー源に
該当する年間実績（分からない場
合は全体の数字）

導入後の計画は使用量及び金額と
も減少となっていること

単価(金額/年間使用量)が適切で
あること

電気の契約には電灯と動力の２種類があります。
電灯は消費電力が小さいエアコンや照明設備などに使用され、
単相100Vまたは200Vとなります。動力は工場や店舗で消費
電力が大きな産業用モータ、業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍
庫などに使用され、3相200Vとなります。
電灯と動力のどちらか１種類を契約されている事業者はこちら
のシートをご使用ください。



（様式第４号）電気種別が電灯+動力の場合

長野県知事　様

（長野県中小企業ＧＸ推進事務局 経由）

住　　所

名　　称

代表者の役職・氏名

　中小企業エネルギーコスト削減助成金の申請にあたり、下記のとおり、エネルギーコスト削減等の計画を提出します。

１　対象経費の額及び申請予定額

　　対象経費の額 金額 円

　　申請予定額 金額 円

２　対象設備の更新・新設によるエネルギーコスト削減計画

単価 単価 率

電灯 1φ210/105V ※１ 15,888 kWh 427,200 円 26.9 13,632 kWh 408,960 円 30.0 2,256 kWh 14%

動力 3φ200V ※２ 6,612 kWh 207,960 円 31.5 4,524 kWh 180,960 円 40.0 2,088 kWh 32%

小計 22,500 kWh 635,160 円 28.2 18,156 kWh 589,920 円 32.5 4,344 kWh 19%

㎥ ㎥ ㎥

kｇ kｇ kｇ

㎥ ㎥ ㎥

kℓ kℓ kℓ

Ｎ㎥ 円 Ｎ㎥ 円 Ｎ㎥

ℓ 円 ℓ 円 ℓ

ℓ 円 ℓ 円 ℓ

― 円 ― 円 ―

― 635,160 円 ― 589,920 円

※1： ㎥又はkｇのどちらかの単位で記入 ↑①

※2： ㎥又はkℓのどちらかの単位で記入

（当該助成金で発電設備を導入した場合）

kWh ―

kWh 円 ②

率

円 円 45,240 円 7%

※ 導入前直近１年間の実績、及び導入後１年間の計画を記載してください。

（担当者連絡先）

 ＦＡＸ番号

Ｅメールアドレス ******＠gmail.com

コスト削減状況

エネルギーコストの合計
導入前 導入後（計画：①－②） 量

635,160 589,920

担当者所属・役職・氏名 総務部　部長　武田信清

電話番号 026-1234-5678 026-1234-5679

導入後（計画）※

      年　　月　　～     年　　月

年間電力量 金　　額

自家消費
―

電力小売事業者等への売電

導入前

灯　　油

A重油

その他

小　　　計

導入設備で発生した

再生可能エネルギーの

活用状況

都市ガス（13A）

年間使用量 金　　額 量

電　　気

液化石油ガス（LPG）※１ 円 円

液化天然ガス（LNG）※２ 円 円

2,698,555

1,599,277

エネルギー源の種類

導入前※ 導入後（計画）※
削減状況

2022年08月　　～ 2023年07月 2023年12月　　～ 2024年11月

年間使用量 金　　額

記

中小企業エネルギーコスト削減等計画書

2023年○○月○○日

長野県長野市川中島1234

有限会社　中華亭　風林火山

代表取締役　武田晴信

事業計画書と同日

事業計画書と同一

導入する設備等のエネルギー源に
該当する年間実績（分からない場
合は全体の数字）

導入後の計画は使用量及び金額と
も減少となっていること

単価(金額/年間使用量)が適切で
あること

電灯と動力は電気の契約の種類です。
電灯は消費電力が小さいエアコンや照明設備などに使用され、
単相100Vまたは200Vとなります。動力は工場や店舗で消費
電力が大きい産業用モータ、業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍
庫などに使用され、3相200Vとなります。
電灯と動力の２種類を契約されている事業者はこちらのシート
をご使用ください。



（様式第５号） 

中小企業エネルギーコスト削減助成金 

事前着手届 

     2023年○○月○○日 

【代表団体】 

長野県中小企業団体中央会 会長 様 

 
 
 
 
 

住  所 長野県長野市川中島1234 

名  称 有限会社 中華亭 風林火山 

代表者の役職・氏名 代表取締役 武田晴信 

          

中小企業エネルギーコスト削減助成金を下記のとおり事業計画の確認（内示）前に着手

しますので、交付規程第５条第２項の規定に基づき届け出ます。 

なお、本件につきまして、事業計画の確認（内示）が承認されなかった場合においても

異議は申し立てません。 

 

記 

 

１．事前着手する事業内容 

様式第２号 導入設備番号１  

空調・換気設備の交換（一般用エアコン JIS C 9612） 

様式第２号 導入設備場合２ 

照明設備の交換（一般用LED照明器具 JIS C 8115） 

様式第２号 導入設備場合３ 

冷蔵・冷凍設備の交換（業務用冷蔵・冷凍庫 JIS B 8630） 

 

２．事前着手の理由 

・ 半導体不足等で様々な機器の生産が停滞しているなか、在庫が確保できた時点で

着手しないと、機器の納品時期・工期が見通せず、期限までに事業が完了できな

い恐れがあること。 

・ 同じ理由で、後日では機器の価格が値上げになる恐れがあること。 

・ 幸いにして、現時点で発注予定事業者の在庫が確保できる見込みがあること。 

 

 

３．着手及び完了予定年月日 

 

  着手予定日        ２０２３年○○月○○日 

 

  完了予定日        ２０２４年０１月３１日 

 

＜長野県中小企業ＧＸ推進事務局＞ 
一般社団法人長野県経営者協会 
長野県中小企業団体中央会 
一般社団法人長野県商工会議所連合会 
長野県商工会連合会 

 
 
 

事業計画書と同日 

事業計画書と同一 

客観的で合理的な理由 

202３年４月 1日以降 


